
東大和市立第一小学校いじめ防止等のための基本方針 

令和８年４月１日改定 

はじめに 

 本校の基本理念は「学校は子供にとって楽しいところ。決して、辛くて悲しい場所であってはならない。」 

であり、学校を次のように定義している。 

〇学校は、子供一人一人に「確かな学力、豊かな心、健やかな体」を育むところ。 

〇学校は、子供一人一人の居場所があるところ。 

〇学校は、子供の笑顔があふれるところ。 

〇学校は、安全で安心なところ。 

〇学校は、家庭、地域と共に創るところ。 

 また、令和８年度の目標キーワードは「みんなと一緒に幸せを創るために、自分の考え・思いを自分の言葉 

で伝え、主体的に行動に移す第一小学校」とした。みんなと一緒に幸せを創るためには、互いに思いやりの気 

持ちをもち、それを行動に移していくことが大切である。「いじめ」は、だれも幸せにしない愚かな行為であ 

る。子供たち自身にその大切さを自覚させ、みんなと一緒に幸せを創ることのできる子供たちを育成していく。 

 

Ⅰ いじめ問題に関する本校の基本的な考え方 

（１）いじめの定義 

いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定

の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定

義する。 

「いじめ防止対策推進法 第二条 第１項」 

（２）いじめの禁止 

   児童等は、いじめを行ってはならない。 

「いじめ防止対策推進法 第四条」 

（３）いじめに対する基本的な考え方 

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、

いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、

いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。 

  

Ⅱ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

（１）校内委員会「いじめ防止対策委員会」「子供支援委員会」 

校長、副校長、主幹教諭、生活指導主任、養護教諭、専科主任、学年主任、スクールカウンセラー等か

らなる、いじめ防止等の対策のための校内委員会「いじめ防止対策委員会」や学校生活における児童の課

題解決に向けて協議する「子供支援委員会」を学校運営組織に位置付け、定期的に委員会を開催する。 

 

（２）生活指導夕会での情報交換及び共通理解 

毎週木曜日の生活指導夕会で、全教職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換

及び共通理解を図る。 

 

Ⅲ いじめ未然防止の取組 

（１）すべての児童が参加・活躍できる授業を目指す。 

（２）一人一人の児童が分かる授業づくりを目指す。 

（３）チャイムが鳴ったら着席するという習慣や、授業中の正しい姿勢の徹底、発表の仕方や聞き方の指導等

の授業中の規律の徹底を図る。 

（４）教師の不適切な認識や言動、差別的な態度や言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長

したりすることの理解及び啓発を図る。 

（５）児童の人間関係のトラブルが起きやすい時期を踏まえるなどして、年間３回のふれあい月間に、「友達

とのかかわりアンケート」を実施して、全学級、全児童および保護者から友達とのかかわり合いを調査

し、児童の人間関係を理解する。 

 



（６）代表委員会の取り組みにおいて、児童自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止め、自分た

ちでできることを主体的に考え行動できるような働きかけを行う。 

（７）児童の人間関係のトラブルが起きやすい時期を踏まえるなどして、６月や１１月など、年間計画に位置

付けた上で、どの学年、どの学級においても「いじめ総合対策（子供版）」を活用し、年に最低３回必

ず「いじめに関する授業」を行う。 

（８）「身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出すことができるようにすること」を目的とし、学年の実態に

応じて、年に１回以上「ＳＯＳの出し方に関する授業」を行う。 

 

Ⅳ いじめ早期発見に向けての取組 

（１）教員は児童の小さな変化に気付くよう、常に、児童とのかかわりを心がけるとともに、児童が話をしや

すい人間関係を築く。そして、気付いた情報を確実に共有し、その情報に基づき、速やかに組織的な対

応を行う。 

（２）出席をとる際、一人一人の顔を見て声を聞く。また、個人ノートや生活ノート等教職員と児童の間で交

わされる日記等の活用、保健室の様子の把握等を実践する。 

（３）児童の生活を把握するためのアンケートや定期的な個人面談を行う。 

（４）暴力的な行為や「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合には、速やかに止める。また、児童が遊びやふざ

けと、言おうとも、暴力行為を止めることを全教職員が共通して行う。 

（５）たてわり班活動を実施し、異学年の児童がかかわり合いながら、協力したり協調したりすることを体験

させ、社会性や思いやりの心を身に付けさせる。 

（６）児童全員が、学級担任やスクールカウンセラー等と話をする機会を設定する。第５学年に関しては、ス

クールカウンセラーによる全員面談を実施し、児童が相談しやすい関係づくりに努める。 

 

Ⅴ いじめ早期対応の取組 

（１）いじめやいじめの疑いがあるような行為が発見された場合、「いじめ防止対策委員会」が、どのような

対応をすべきかを協議し、担任と共に対応に当たる。 

（２）いじめ対応は、この「いじめ防止対策委員会」が行い、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきもの

と認められる場合には、東大和市教育委員会に報告すると共に、スクールサポーター等東大和警察署に

も相談をして対処する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、

直ちに東大和警察署に通報し、適切に援助を求める。 

（３）いじめを見ていた児童に対しても、「いじめの３層構造」について指導したうえで、自分の問題として

捉えさせる。 

（４）ネット上のいじめへの対応は、学校単独で対応することが困難と判断した場合には、東大和市教育委員

会等関係諸機関と連携を取って、対応する。 

 

Ⅵ 重大事態への対処 

（１）重大事態の定義 

・いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合 

・いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する（年間３０日を目安とし、一定期間連続して欠席してい

る場合も含む）ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合 

・児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合 

「いじめ防止対策推進法 第二十八条 第１項」 

（２）重大事態への対処 

・重大事態が発生した旨を、東大和市教育委員会に速やかに報告する。 

  ・いじめ防止対策委員会を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機

関との連携を適切に行う。 

  ・上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に

提供する。 

 

 

 

 

 



Ⅶ いじめ対策年間指導計画 

 教職員の活動 児童の活動 保護者への啓発 

４

月 

・いじめ防止基本方針についての検

討【生活指導部】 

・いじめ対策に関わる共通理解 

・児童理解研修会の実施 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・東大和市・武蔵村山市合同学校警

察連絡協議会 

・子供支援委員会 

・学級開き・学級ルールづ 

くり 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

・いじめ対策についての説

明・啓発【保護者会】 

 

５

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・都 SC・市 SCによる 

第５学年児童全員面接 

・学校探検（１・２年生） 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

６

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・ふれあい月間によるいじめ調査の

実施 

・子供支援委員会 

・いじめ防止対策委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

・ふれあい月間による取組 

（いじめに関する授業を

通して学ぶ） 

・友達とのかかわりアンケ 

ートの実施 

・保護者アンケートの実施 

７

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

・個人面談の実施 

８

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・児童理解研修会の実施 

 

 

 

９

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

・道徳授業地区公開講座 

 

 

10

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・生活科見学 

（１，２年） 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

・清掃活動（落ち葉掃き、

銀杏拾い） 

 

 

 

 

11

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・ふれあい月間によるいじ 

め調査の実施 

・子供支援委員会 

・いじめ防止対策委員会 

 

・ふれあい月間による取組 

（いじめに関する授業を

通して学ぶ） 

・友達とのかかわりアンケ 

ートの実施 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

・保護者アンケートの実施 

 

12

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

・個人面談の実施 

１

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・児童理解研修会の実施 

・子供支援委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

 

 

 

 



２

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・ふれあい月間によるいじ 

め調査の実施 

・子供支援委員会 

・いじめ防止対策委員会 

・たて割り班活動を通した

人間関係づくり 

・ふれあい月間による取組 

（いじめに関する授業を

通して学ぶ） 

・友達とのかかわりアンケ 

ートの実施 

・保護者アンケートの実施 

 

 

 

３

月 

・児童に対する情報交換 

【生活指導夕会】 

・子供支援委員会 

・たてわり班活動を通した

人間関係づくり 

 

・保護者との情報交換 

【保護者会】 

 

 

Ⅷ 関係法規 

（１）教育基本法 

 （教育機会均等） 

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受け入れる機会を与えられなければならず、人

種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない 

（学校教育） 

第六条２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、

体系的な教育が組織的行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生

活を営む上で必要な規律を重んじるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重

視して行わなければならない。 

（家庭教育） 

第十条  父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必

な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努める

ものとする。 

 

（２）学校教育法 

第四章 小学校 

第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一または二以上を繰り返し行う等性行不良であって

他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停

止を命ずることができる。  

  一 他の児童に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為 

    二 職員に傷害または心身の苦痛を与える行為 

    三 施設または設備を損壊する行為 

    四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

 

 

（３）いじめ防止対策推進法 

第一章 総則（定義） 

第二条  この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している

等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものも含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感

じているものをいう。 

（重大事態への対応） 

・いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いを認められるとき。 

・いじめにより在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

るとき。 

・不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安として一定期間連続して欠席している場合など迅速に

着手する。 

 

 


